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練馬区民設子育てのひろば事業補助要綱 

平成24年４月２日 

24練教練セ第36号 

（目的） 

第１条 この要綱は、第３条に規定する団体が、児童福祉法（昭和 22 年法律第

164 号）第６条の３第６項に規定する地域子育て支援拠点事業として、民設子

育てのひろば事業（以下「ひろば事業」という。）を行う場合に、練馬区（以

下「区」という。）が経費の一部を補助することにより、子育て家庭の交流を

促進し、区における子育て支援に資することを目的とする。 

（補助対象事業等） 

第２条 この要綱による補助は、子育てのひろば（以下「ひろば」という。）を

設置し、つぎの各号に掲げる事業を当該各号に定めるところにより実施するも

のに対して行う。 

⑴ 子育て家庭の親とその子どもが交流できる場の提供 

ア ０歳から３歳までの乳幼児とその保護者（以下「子育て親子」という。）

に対して、気軽に、かつ、自由に利用できる場を、週３日以上かつ１日５ 

時間以上開設すること。 

イ 開設時間については、子育て親子がいつでも利用したいときに利用でき

るよう時間帯に配慮すること。 

⑵ 子育てに関する相談、援助の実施 

子育てに不安や疑問などをもっている子育て家庭の親に対する相談、援助

を実施すること。 

⑶ 地域の子育て関連情報の提供 

子育て親子が必要とする身近な地域の様々な子育て支援に関する情報を提

供すること。 

⑷ 子育ておよび子育て支援に関する講習の実施 

子育てに関心がある者やひろばの利用者など、将来、子育て支援に関わる

スタッフとして活動することを希望する者を対象として、月１回以上、子育

ておよび子育て支援に関する講習を実施すること。 
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２ 前項に規定するものを実施したうえで、つぎの各号に掲げる事業を実施した

場合は別途加算の対象とする。 

⑴ 特定事業の実施 

地域の実情に応じて、関係機関や子育て支援活動を実施する団体等と連携

を図り、地域の子育て力の向上を目的とした別表に規定するいずれかの取組

を実施すること。 

⑵ 乳幼児一時預かりの実施 

ひろばおよび近隣施設等において週３日以上、０歳から３歳までの乳幼児

の一時預かりを実施すること。 

（運営主体） 

第３条 ひろば事業は、特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第

２項に規定する特定非営利活動法人その他の団体等で、地域社会において子育

てを支援する事業を実施するもの（以下「運営主体」という。）が行うものと

する。 

（実施場所） 

第４条 ひろば事業の実施場所の基準は、つぎのとおりとする。 

⑴ ひろば事業は、商店街の空き店舗、民間の子育て支援のための拠点施設、

マンション・アパートの一室など、子育て親子が集うに適した場所で実施す

ること。 

⑵ 実施場所の確保に当たっては、複数の場所で実施するのではなく、拠点と

なる場所を定めて実施すること。 

⑶ ひろばのスペースは、概ね10組以上の子育て親子が一度に利用しても差し

支えない程度以上の広さを有すること。 

⑷ ひろばの設備は、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼

児を連れて利用しても支障が生じないような設備とすること。 

（職員の配置） 

第５条 ひろば事業における職員の配置の基準は、つぎのとおりとする。 

⑴ 子育て親子の支援に関して意欲のある専任の職員２人以上を配置するこ

と。 
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⑵ 職員は、子育て親子の支援に関して相当の知識と経験豊かな者を配置する

こと。 

（利用料） 

第６条 ひろば事業は、無料で利用できるものとする。ただし、講習会の実施等

教材費その他利用者に負担させることが適当と認められるものについては、実

費を徴収することができる。 

（関係機関との連携） 

第７条 運営主体は、事業の実施について、子ども家庭支援センター、総合福祉

事務所、保健相談所、保育所、児童館、児童相談所、児童委員（主任児童委員

を含む。）、医療機関等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われる

ように努めるものとする。 

（研修の参加） 

第８条 運営主体は、職員の資質、技術等の向上を図るため、各種研修会やセミ

ナー等への積極的な参加を促すよう努めるものとする。 

（留意事項） 

第９条 事業では、職員は、ひろばの利用者への対応には十分配慮するとともに、

業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いては 

ならないこととする。 

（報告） 

第10条 教育長は、運営主体に対し、必要に応じ事業の実施状況等について報告

を求めることができる。 

２ 運営主体は、前月のひろば事業の実施状況の報告を毎月10日までに行わなけ

ればならない。 

（補助対象経費） 

第11条 補助の対象となる経費は、第２条に定める補助対象事業を実施するため

に必要な経費のうち、別表に規定する経費とする。 

（補助金額） 

第12条 補助金は、当該年度の予算の範囲内において、事業の進捗を総合的に勘

案したうえで交付するものとし、その額は別表に定める補助基準額と、同表に
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定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較し

て、少ない方の額（1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

とする。 

２ 第４条第２号に規定する拠点となる場所を、やむを得ない事情により移転す

る場合において、教育長は新たに拠点となる場所の安全対策に必要な経費とし

て、90万円を超えない範囲内で、移転先安全・安心対策費を交付することがで

きる。 

（補助金の交付申請） 

第13条 補助金の交付申請は、教育長が指定する日までに、補助金交付申請書（ 

第１号様式）につぎに掲げる書類を添えて、教育長に申請しなければならない。 

⑴ 当該事業年度の所要額内訳書（第２号様式） 

⑵ 当該事業年度の事業計画書（第３号様式） 

⑶ 当該事業年度の収支予算書（第４号様式） 

（補助金の交付決定） 

第14条 教育長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、当該申請に係る審

査を実施し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金交付

決定通知書（第５号様式）により通知しなければならない。 

２ 教育長は、前項に規定する補助金の交付決定を行うに当たり、必要があると

認めるときは、補助金の適正な使用が図れるよう条件を付することができるも

のとする。 

３ 教育長は、第１項に規定する審査の結果、補助金を交付することが不適当で

あると認めたときは、補助金交付却下通知書（第６号様式）により通知しなけ

ればならない。 

（補助金の交付請求） 

第15条 運営主体は、前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けたときは、

教育長が指定する日までに、補助金交付請求書（第７号様式）を提出しなけれ 

ばならない。 

（補助金の交付） 

第16条 教育長は、前条の規定に基づく請求を受けたときは、補助金を交付する
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ものとする。 

（交付の時期等） 

第17条 各年度における補助金は、つぎの表の左欄に掲げる交付の時期に、同表

の右欄に掲げる交付額を交付するものとする。 

交付の時期 交付額 

第１回 ４月末日まで 第12条の規定により算出した当該年度の補助金の２分

の１の額 

第２回 ９月末日まで 第12条の規定により算出した当該年度の補助金の２分

の１の額 

２ 前項に規定にかかわらず、第２条に定める補助対象事業を年度の途中で開始

する場合で、教育長が特に必要があると認めたときは、第12条の規定により算

出した当該年度の補助金を、第12条の規定に基づく請求がされた月に１回払い

で交付できるものとする。 

（変更交付申請） 

第18条 運営主体は、この補助金の交付決定後の事情により、申請内容を変更す

るときは、変更しようとする日の３か月前までに、補助金変更申請書（第８号

様式）に関係書類を添えて、教育長に申請しなければならない。 

２ 教育長は、前項の申請があった場合は、当該申請に係る審査を実施し、申請

が適当であると認めたときは、補助金事業承認通知書（第９号様式）により、

申請を不適当であると認めたときは、補助金事業不承認通知書（第10号様式）

により、通知しなければならない。 

（報告書の提出） 

第19条 運営主体は、補助対象事業の実施状況について、上半期終了後、ならび

に事業年度終了後、教育長が指定する日までに、つぎに掲げる書類を提出しな

ければならない。 

⑴ 当該事業年度の事業実績報告書（第11号様式） 

⑵ 当該事業年度の補助金収支精算額表（第12号様式） 

⑶ 当該事業年度の事業決算書（第13号様式） 

（補助金の額の確定） 
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第20条 教育長は、前条第２号に掲げる補助金収支精算額表の提出を受けたとき

は、事業経費を精算し、補助金交付額確定通知書（第14号様式）により運営主

体に通知しなければならない。 

（補助金に係る関係書類の調査） 

第21条 教育長は、必要があると認めるときは、補助金に係る関係書類を調査す

ることができる。 

（補助金交付決定の取消し） 

第22条 教育長は、補助金の交付を受けた運営主体が、つぎの各号のいずれかに

該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すこと

ができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 交付を受けた補助金を補助目的以外に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付決定の内容または本要綱の定めに違反したとき。 

（補助金の返還） 

第23条 教育長は、第20条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合に

おいて、既に当該確定額を超える補助金が交付されているとき、または前条の

規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部

分について既に補助金が交付されているときは、運営主体に当該補助金の額を

返還させるものとする。 

（事業の廃止） 

第24条 運営主体は、補助対象事業を廃止する時は、民設子育てのひろば事業廃

止届（第15号様式）により、当該廃止しようとする日の３か月前までに教育長

に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業の廃止日は、区と事前に協議して決定すること。 

（書類の整備保存） 

第25条 運営主体は、この補助金と補助対象事業に係る収入と支出の関係を明ら

かにした書類を整備し、これを事業が完了した日の属する会計年度の終了後５

年間保管しなければならない。 

（電子情報処理組織による届出等） 
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第26条 第19条および第24条の規定による届出等については、区長が別に定める

電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 

（委任） 

第27条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

付 則（平成27年８月３日27練教練セ第370号） 

この要綱は、平成27年10月１日から施行する。 

付 則（平成28年１月25日27練教練セ第837号） 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

付 則（平成30年１月４日29練教練セ第813号） 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

付 則（令和２年２月27日１練教練セ第1298号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年３月15日２練教練セ第1482号） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の練馬区民設子育てのひろば事業補助要綱の様

式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用すること

ができる。 

付 則（令和４年３月11日３練教練セ第1581号） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の練馬区民設子育てのひろば事業補助要綱の様

式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用すること

ができる。 

付 則（令和５年３月２日４練教子セ第3008号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則（令和６年３月28日５練教子セ第3715号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表（第２条、第11条、第12条関係） 

１ 区分 ２ 補助基準額 ３ 対象経費 

基本額 １ ３～４日型 

１か所あたり年額3,997千円 

２ ５日型 

⑴ 常勤職員を１名配置する場合 

１か所あたり年額7,844千円 

⑵ 非常勤職員のみを配置する場合 

１か所あたり年額5,149千円 

※ ただし、年度途中に開始・変更・

廃止する場合は、つぎの算式で得ら

れた額 

年額÷12×実施月数 

（実施月数の１月未満は１月に繰り

上げる。変更の場合は、実施日の多

い基本額で１月とすること。） 

ひろば事業に必要な経費 

人件費 

報償費 

旅費 

光熱水費 

消耗品費 

衛生用品 

寝具 

玩具 

文房具 

書籍 

備品購入費 

役務費 

保険料 

家賃 

安全・安心対策費 

その他の経費 

特定事業取組

加算分 

地域の子育て力を高める事業の取組 

加算分についてつぎの事業のうち１事

業を実施の場合は448千円、２事業以

上実施の場合は597千円加算。 

１ 高齢者・地域学生等地域の多様な

世代との連携を継続的に実施する取

組 

２ 地域の団体と協働して伝統文化や

習慣・行事を実施し、親子の育ちを

事業実施に必要な経費 

人件費 

報償費 

消耗品費 

衛生用品 

玩具 

文房具 

書籍 

備品購入費 
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継続的に支援する取組 

３ 地域ボランティアの育成、町内

会、子育てサークルとの協働による

地域団体の活性化等地域の子育て資

源の発掘・育成を継続的に行う取組 

４ 本事業を利用したくても利用でき

ない家庭に対して訪問支援を行うこ

とで地域とのつながりを継続的に持

たせる取組 

５ 前各号に掲げるもののほか、児童

虐待の予防を目的とした取組で、こ

ども家庭部長が認める取組 

※ 実施回数は、月１回以上とする。 

※ ただし、年度途中に変更・終了す

る場合は、つぎの算式で得られた額 

年額÷12×実施月数 

（実施月数の１月未満は１月に繰り

上げる。） 

安全・安心対策費 

その他の経費 

乳幼児一時預

かり事業取組

加算分 

地域の拠点として乳幼児一時預かり事

業をつぎの内容で取り組んでいる場合

に、300千円を加算する。 

１ 週３日以上実施し、かつ、同時間

帯の定員が３名以上 

２ 傷害保険に加入している。 

３ 一時預かり事業専任保育者（保育

士または地域の子育て支援事業等に

従事することができる資格を有する

者）を、原則子ども一人に対し１名

配置している。 

人件費 

消耗品費 

衛生用品 

寝具 

玩具 

その他の経費 



10/11 

※ ただし、保育士資格を有する者が

一時預かり事業に従事する場合、児

童福祉施設の設備及び運営に関する

基準（昭和23年厚生省令第63号）第

33条第２項に基づいて配置すること

を認める。 

※ 年度途中に終了する場合は、つぎ

の算式で得られた額 

年額÷12×実施月数 

（実施月数の１月未満は１月に繰り

上げる。） 

初度設備費加

算分 

900千円 

※ ただし、事業開始の初年度のみの

加算とする。 

消耗品費 

衛生用品 

寝具 

玩具 

文房具 

書籍 

備品購入費 

敷金等 

安全・安心対策費 

移転先安全・

安心対策費 

900千円 安全・安心対策費 
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